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1. FIT 認定を受けた⽯炭⽕⼒のバイオマス混焼設備⼀覧 
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2. ⽊質ペレットの輸⼊量（2012-2022） 

 
普通貿易統計より FoE Japan が作成 

 

⽊質ペレットの輸⼊量は、FIT 制度が開始した 2012 年には 71,981 トンだったが、2022 年には 61 倍にあ

たる 4,407,406 トンに増加した。2022 年における主な輸⼊元は、多い順にベトナム（2,393,713 トン）、

カナダ（1,359,405 トン）、アメリカ（302,973 トン）であった。 

 

[出典] 財務省貿易統計, 普通貿易統計,品別国別表 HS コード 440131000 

*2022 年分は確々報、その他の年は確定
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3. ⽊質ペレットの輸⼊量と国内⽣産量 (2012-2021) 

 
普通貿易統計および特⽤林産物⽣産統計調査より FoE Japan が作成 

 

2021 年における⽊質ペレットの輸⼊量は 3,116,767 トンであったのに対し、国内⽣産量は 155,836 トンで

あった。国内⽣産量は、FIT 制度が開始した 2012 年から増加傾向にあり、2021 年までの 9 年間に 98,184

トンから 6 万トン近く増加している。⼀⽅で、輸⼊量は 2012 年の 71,981 トンから約 43 倍に増加したた

め、2012 年には 57.7%であった⽊質ペレットの⾃給率は、2021 年には 4.8%まで下がった。 
 

注）上記は、⽊質ペレットの輸⼊量と国内⽣産量を⽐較したものであり、⽊質バイオマス燃料全体における⾃給率を
⽰したものではない。国内で⽣産される主な⽊質バイオマス燃料は⽊質（⽊材）チップであり、農林⽔産省「⽊材統
計調査」によると、2021 年に国内で⽣産された⽊材チップは 6,070,000 トンであった。他⽅、農林⽔産省「⽊質バイ
オマスエネルギー利⽤動向調査」によると、2021 年にエネルギー利⽤（発電機およびボイラー）された⽊質バイオマ
スのうち、⽊材チップは 10,693,197 トン、⽊質ペレットが 1,809,690 トンであった。バイオマス発電に利⽤される燃
料に関する情報を⼀元的に把握できない体制も問題点の⼀つである。 
 

[出典] 

・⽊質ペレットの輸⼊量：財務省貿易統計, 普通貿易統計, 品別国別表 HS コード 440131000 

・⽊質ペレットの国内⽣産量：特⽤林産物⽣産統計調査, ⽊質粒状燃料 

・⽊材チップの国内⽣産量：農林⽔産省, ⽊材統計調査, ⽊材産業の動向 ⽊材チップ 

・エネルギー利⽤された⽊質バイオマス：農林⽔産省, ⽊質バイオマスエネルギー利⽤動向調査, ⽊質バイオマスの利

⽤量 


